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政府資産・負債管理に関する基本方針

(1) 歳入･歳出（フロー）及び政府資産・負債（ストック）の一体的かつ戦略的改革

政府の経済･財政政策において、歳入・歳出（フロー）の改革を進めると同時
に、その十数倍の規模に達している政府資産・負債（ストック）を一体として改
革することにより、市場金利の変動等が財政運営に与える影響及び将来の
国民負担の増大等を抑制し、中長期的に安定的な財政運営を実現する。

歳入･歳出（フロー）及び政府資産・負債（ストック）を一体として改革するとと
もに、専門知識及び経験に基づく戦略的な財政運営を継続して実施するため、
必要な組織及び制度面での整備を進める。

(2) 政府資産・負債（ストック）面での「官から民へ」の流れの加速

従来、政府が保有していた資産をできる限り民間部門に解放し、より効率的
かつ効果的な国民経済の発展を実現するとともに、政府の財政運営上のリ
スクがすべて国債に集中している状況を改め、かかるリスクの分散化を実現
する。

(3) 国及び地方公共団体の連携

国及び地方公共団体の連携を通じたオール･ジャパンの体制で、歳入・歳出
（フロー）及び政府資産・負債（ストック）の一体的かつ戦略的改革を推進する。
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国有財産にかかる命名権（ネーミング・ライツ）の売却等

国または特殊法人等が保有する資産について、一般競争入札で命名権（一定
の期限付）を売却することにより、資産の有効活用を図る。

国または特殊法人等が保有する資産に広告媒体（看板等）を設置することを
認めることにより、広告料等の収入の増大を図る。

一般競争入札への参加条件等の詳細については、今後、さらに検討する。

主な対象となる資産・負債総額：0.1兆円主な対象となる資産・負債総額：0.1兆円

【仮想事例】
①「国立競技場」　→　「○○国立競技場」
②「レインボー・ブリッジ」　→　「△△レインボー・ブリッジ」
③「国道××号線」　→　「△△ロード」、「××アベニュー」
④「明石大橋」　→　「○○明石大橋」
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小規模・低利用の庁舎・宿舎等の売却及び有効活用

売却収入額：4,860億円

プロジェクト収支（△建替コスト）：
3,740億円

更地、宿舎・寮等の売却：1兆円

庁舎の売却または有効利用：　　　
1兆円超

対象となる資
産負債金額

財務省は今後検討
予定

←対象地域の広狭

←①本PT案は、耐
震基準改訂及びア
スベスト対策の時
期を考慮

←②(a)本PT案は、
絶対的な利用水準
（利用容積率）を目
安としている

差異財務省案本PT案

未検討

対象：東京23区内の宿舎のみ

①今後10年間に40年の耐用年数
を迎える宿舎

②法定容積率等に対する利用率
が5割未満の宿舎

③3,000平方メートル未満の敷地
に所在する宿舎

④都心3区に存在する宿舎

未検討

(a)低利用（利用容積率150％以
下）または

(b)小規模（敷地3,000平方メート
ル以下）の物件は、売却または
より効率的な活用方法を検討。

庁舎（研修施
設等を含む）

対象：全国の宿舎・寮等

①昭和56年以前に取得した物件：
原則として全て売却

②昭和57年以降に取得した物件：

(a)低利用（利用容積率150％以
下）または

(b)小規模（敷地3,000平方メート
ル以下）の物件は、原則として
全て売却

宿舎・寮等

原則として全て売却更地（建物な
し）

主な対象となる資産・負債総額：宿舎1兆円+庁舎等1兆円超主な対象となる資産・負債総額：宿舎1兆円+庁舎等1兆円超
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国有財産の有効活用に関する市場化テスト
【フル・オープン化】

主な対象となる資産・負債総額：10兆円主な対象となる資産・負債総額：10兆円

一般の市場化テストが国の行う「事業」に着目したものであるとすれば、これ
は国が保有する「資産活用」の観点からの市場化テストである。

普通財産、行政財産等の区別を問わず、すべての国有財産を処分可能資産
として情報公開（フル・オープン化）した上で、民間から有効かつ効率的な活用
方法（売却・証券化・PFI等）の提案を募集し、当該提案と所管官庁による利用
状況、資産査定（デュー・デリジェンス）等を比較検討し、実際に処分対象とす
るか否かを決定する。

一方、国が保有することが真に必要であると認められたもの、または、国が保
有すべき政策的理由があると判断されたものについては、引き続き国が保有
することを認めるが、その後も資産活用の有効性・効率性等の点で常に民間
と比較されているという緊張感を与える。
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証券化等の金融技術による国債残高の圧縮

主な対象となる資産・負債総額：80～100兆円主な対象となる資産・負債総額：80～100兆円

① 貸付債権の証券化

政府保有の金融資産を証券化すること等により、金融資産・負債の圧縮を実現する。特に、
国債の金利水準が上昇局面に入った現在、できるだけ速やかに国債残高を圧縮することを
通じて、政府が抱える国債の金利変動リスクと将来の国民負担の増大を抑制し、中長期的に
安定的な財政運営を目指す。

② 未利用国有地及び物納財産等の売却・証券化

未利用国有地及び毎年度発生する物納財産等の売却・証券化によって得られる収入（財務
省の見積りは2.1 兆円）で国債残高を圧縮する。

③ 政府保有有価証券（道路債券等）の売却・証券化

主として財政融資資金特別会計が保有している有価証券（道路債券等）の売却・証券化によっ
て得られる収入（経済同友会の見積りは9.2兆円）で国債残高を圧縮する。

④ 民営化法人に対する出資の売却

民営化が予定されている法人に対する政府出資を売却して得られる収入（財務省の見積り
は8.4兆円）によって、国債残高を圧縮する。
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貸付債権証券化の仕組み
【仮想数値例】

【財投債（国債）による資金調達の場合】 【財投機関債への転換】

【デメリット】非効率な事業も
温存
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国のBSを圧縮

【デメリット】国債暴落・
金利上昇のリスク

財投機関債市場

国債市場

借入側が国の信用を利用
できず、金利コストが増大

国のBSが
肥大化

SPC

資
産
負
債

【貸付債権証券化商品（ABS）への転換】

自
治
体

特
殊
法
人
等

投
資
家

100億円
2％

【メリット】政策的に必要な事業に
ついては、借入側は国の信用で
引き続き低金利で資金調達可能

資
産
負
債

ABSを組成

国からSPCに対し
て貸付債権を譲渡

ABS市場

国のBSを圧縮

国債市場

95億円
2.3％

ABSの価格が貸付債権の簿価を下回るのは、調達金利
（国債金利）そのままで貸付を行った際、既に発生してい
た政策コスト（実質的補助金支出）の「見える化」

【メリット】政策的に直接金融市場を育成

100億円
2％

【メリット】借入側は国の信用
で低金利で資金調達可能

【メリット】不要不急の事
業・特殊法人等を削減

【デメリット】政策的に必
要な事業のコストも増大

【メリット】国債残高の圧縮に
より、金利上昇リスクを抑制

【メリット】国債残高の圧縮に
より、金利上昇リスクを抑制

・一般会計の普通国債残高（2015年
度）：金利水準1％当たり対GDP比約8％
（約40兆円相当）抑制

・一般会計のプライマリー･バランス
（2011年度）：金利水準1％当たり対
GDP比約0.1％（約5千億円相当）改善

出展：「国の一般会計に係る長期試算」
（財務省・財政制度等審議会）

・一般会計の普通国債残高（2015年
度）：金利水準1％当たり対GDP比約8％
（約40兆円相当）抑制

・一般会計のプライマリー･バランス
（2011年度）：金利水準1％当たり対
GDP比約0.1％（約5千億円相当）改善

出展：「国の一般会計に係る長期試算」
（財務省・財政制度等審議会）
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金利水準が一般会計のPB及び普通国債残高に及ぼす影響

「国の一般会計に係る長期試算」（財務省・財政制度等審議会）平成18年3月27日
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実施体制等

(1) 民間の専門家を集めた第三者機関の設置の検討

本PTの提案を着実に実施するためには、財政・金融・法制等に関する高い専門性とともに、独
立・中立の立場に基づいて、公正な判断を行うことが不可欠である。また、財務省等関連機関と
の連携を図りつつ、その進捗を監視する必要も認められる。そこで、民間の専門家を集めた常
設の第三者機関「政府資産負債管理委員会」（仮称）を内閣府に設置することを提案する。

(2) 政府資産負債一体改革法（仮称）の制定の検討

本PTの提案を着実に実施し、包括的に政府資産・負債の圧縮を推進するため、必要な権限と
組織を整備することを目的として、「政府資産負債一体改革法」（仮称）を制定することも考慮す
べきである。同法においては、上記(1)の第三者機関の設置根拠及び権限とともに、政府資産・
負債の一体改革にかかる財政運営上の原則等を定める。

(3) 政府資産・負債（ストック）の管理に必要な公会計制度の整備

歳入･歳出（フロー）及び政府資産・負債（ストック）を一体的かつ戦略的に管理するための客観
的データとして、公会計情報（政府部門の財務書類）が整備されることが望まれる。そこで、議
会による予算統制及び行政による説明責任の履行の観点から、予算及び決算の双方について
国及び各省庁の財務書類を作成・開示するための公会計制度の本格的導入を検討する。

公会計に関する基準を整備するため、財務書類を作成・開示し、監査を受ける立場にある各省
庁からは独立・中立的な組織及び権限を保障された会計基準検討機関を設置する方向で検討
する。また、公会計情報（政府部門の財務書類）の信頼性を担保するため、第三者による監査
を導入する。

(4) 党内に監視及び協議を行う機関を設置

与党として歳入・歳出一体改革及び経済・財政一体改革を推進していくことと歩調を合わせると
ともに、政府資産・負債の一体改革の着実な推進を監視し、必要な場合には政府側の上記(1)
の第三者機関に協議を申し入れる機関を設置する。


